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前年度 当該年度 翌年度 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

実施方法の検討、年間実施スケジュール案の作成 
・加入者（特に被扶養者）への案内方法等 
・集団契約・個別契約の判断 
・委託先の確保 等 

仮契約手続きの開始 
・実施機関との交渉 
・委託料等の決定 
・実施時期の調整 等 

健診機関・保健指導 
機関との契約 

健診対象者の抽出 
受診券等の印刷・ 
送付（随時も可） 

代行機関に受診券 
発行情報の登録 

(特定健診の開始) 

健診データ受取 
費用決済 

保健指導対象者の 
抽出、利用券等の 
印刷・送付 

代行機関に利用券 
発行情報の登録 

(特定保健指導の開始) 

健診データ受取 
費用決済 

健診データ受取 
費用決済(最終) 

健診データ抽出 
(前年度分) 

実施率等、実施実績の算出 
支払基金への報告 
(ファイル作成・送付) 

実施実績の分析 
実施方法、委託先 
機関の見直し等 

保険者における毎年のスケジュール（標準的な例） 

(特定健診・特定保健指導の実施) 

契約代表者(代表保険
者)への委任 等 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 

付属資料５ 
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資料１－２：保険者における作業、スケジュール、事務フロー
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前年度 当該年度 翌年度 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

仮契約手続きの終了 
(委託料等の決定) 

予算・契約承認手続き 
(各保険者) 

代行機関に契約等情報
の登録(代表保険者) 

(特定健診の終了) 

(特定保健指導の利用受付終了) 

健診データ受取 
費用決済(最終) 

(特定健診・特定保健指導の実施) 

契約準備 

次年度健診・保健指導
実施スケジュール作成 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 

※詳細は「契
約に関する保
険者の作業」
を参照 
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契約に関する保険者の作業（市町村国保の契約スキームを利用した集合契約の場合） 

市町村国保 組合健保等 協会けんぽ 契約代表者(代表保険者) 代行機関 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

４月 

契約とりまとめの受託 

契約とりまとめの委任 
(利用する場合のみ) 

契約とりまとめの委任 
(利用する場合のみ) 

市町村医師会等との交渉 
(委託料、委託範囲、委託 
基準等の調整) 

市町村医師会等との仮契約 
仮契約情報を保険者協議会 
等を通して情報共有 

市町村国保の契約情報を保 
険者協議会等を通して収集 

市町村医師会等との仮契約 
(市町村国保と同一条件) 

国保運営協議会等により 
仮契約内容等の承認 

市町村予算３役への説明等 

組合会等により予算・仮 
契約内容等の承認 

代行機関に契約情報を登録 

市町村医師会等との契約 
準備 

市町村医師会等との契約 
準備 

保険者とりまとめ団体から 
提出された契約情報の登録 

健診機関・保健指導機関の 
登録(以降は随時の申請・ 
登録) 

市町村医師会等との契約 市町村医師会等との契約 

(保険者協議会) 

委託の交渉 

保険者リスト、実施機関
リスト、委託料等、事務
点検に必要な情報を登録
する。 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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契約に関する保険者の作業（集合契約の場合） 

保険者 契約代表者(代表保険者) 代行機関 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

４月 

契約とりまとめの受託 

契約とりまとめの委任 

健診機関等、健診機関等とりまとめ団体との 
交渉(委託料、委託範囲、委託基準等の調整) 

健診機関等、健診機関等とりまとめ団体との 
仮契約（委託料の決定） 

組合会等により予算・仮契約 
内容等の承認(組合健保の場合) 

代行機関に契約情報を登録 契約情報の登録 

健診機関等、健診機関等とりまとめ団体との 
契約準備 

健診機関等、健診機関等とりまとめ団体との 
契約 
加入者に情報提供(機関リスト等) 

健診機関・保健指導機関の登録 
(以降は随時の申請・登録) 

保険者リストと実施機関リスト、委託料等、 
事務点検に必要な情報を登録する。 

契約代表者(代表保険者)の情報は、保険
者協議会等により情報共有する。 

受診券情報を登録(開始) 
(対象者を抽出、受診券を出力した保険者から) 

受診券を出力、加入者に送付 
代行機関に受診券情報を登録 

受診券情報の登録 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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契約に関する保険者の作業（個別契約の場合） 

保険者 代行機関 

８月 

９月 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

４月 

健診機関・保健指導機関との交渉 
(委託料、委託範囲、委託基準等の調整) 

健診機関・保健指導機関との仮契約 
（委託料等の決定） 

組合会等により予算・仮契約内容等 
の承認の承認手続き 

健診機関・保健指導機関との契約準備 

健診機関・保健指導機関との契約 
加入者に情報提供（機関リスト等） 

代行機関を利用する場合、保険者が受診
券情報（受診券を発行する場合）や契約
情報を代行機関に登録する。 
健診機関・保健指導機関から保険者に直
接送付する場合、提出の時期、様式等を
契約書に盛り込む。 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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契約 

実施機関 保険者 代行機関 

実施機関の情報収集 
（アウトソーシング基準の確認） 

委託料等の条件交渉 

仮契約（委託料等の決定） 

予算・仮契約内容等の承認 

契約 

加入者に情報提供 
（機関リスト等） 

機関番号を取得していない健診・保健指導機関は、 
代行機関に申請・登録する。 

（４月１日以降） 

○個別契約 

参考：契約等の事務フロー 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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実施機関 実施機関とりまとめ団体 契約代表者(代表保険者) 保険者 代行機関 

契約とりまとめ委託 契約とりまとめ受託 契約とりまとめ受任 契約とりまとめ委任 

委託料等の条件交渉 

仮契約（委託料等の決定） 

保険者・実施機関のとりまとめ団体の情報は 
保険者協議会等により情報共有する。 

保険者リストと実施機関リスト、 
委託料等、事務点検に必要な情報を 
登録する。 

契約とりまとめ 
委任の承認等 

（前年度の２月頃が望ましい） 

○集合契約 

仮契約内容の承認 
予算等の承認 

仮契約内容の情報提供 仮契約内容の情報提供 仮契約内容の承認 

代行機関に契約情報 
（紙）を送付 

契約情報を登録 

加入者に情報提供 
（機関リスト等） 

（４月１日以降） 

契約に従い、健診・ 
保健指導を実施 

（実施指示） 

契約 

※「仮契約」「仮契約手続き」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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○集合契約（市町村国保の契約スキームを利用） 

実施機関 国保の実施機関 

(市町村医師会等) 
市町村国保 契約代表者(代表保険者) 保険者 代行機関 

委託料等の交渉 

契約とりまとめ受任 契約とりまとめ委任 

保険者協議会が市町村国
保の契約情報を収集、他
の保険者に情報提供する。 

他の保険者等に 
契約情報の提供 

委託の交渉 受託の交渉 
市町村国保の契約 
条件と同一とする 

仮契約 仮契約 

契約の承認等 
（国保運営協議会等） 

（前年度の１１月頃が望ましい） 

仮契約（委託料等の決定） 

契約とりまとめ受託 契約とりまとめ委託 

仮契約内容の承認 
予算等の承認 

仮契約内容の情報提供 

※「仮契約」等は、仮にでも契約調印する行為ではなく、契約書にまとめる諸条件(単価・内容等)の確定に向けた協議調整手続を意味する。 
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実施機関 国保の実施機関 

(市町村医師会等) 
市町村国保 契約代表者(代表保険者) 保険者 代行機関 

代行機関に契約情報 
（紙）を送付 

契約情報を登録 

保険者リストと実施機関リスト、 
委託料等、事務点検に必要な情 
報を登録する。 

契約 

契約 
（同一条件とする） 

（４月１日以降） 

（実施指示） 

契約 

実施時に受診券（利用券）と被保険者証を確認し、 
他の保険者（集団契約）の場合は、 
・加入者へは、受診券（利用券）に記載されて 
 いる窓口での負担額を請求する 
・保険者へは、委託料（契約）から窓口での負 
 担額を減じた額を請求する 

（前年度の２月頃が望ましい） 

契約に従い、健診・ 
保健指導を実施 
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実施機関 代行機関 保険者 

特定健診の対象者抽出 
（被扶養者） 

受診券等の印刷 
被扶養者に送付 

受診券発行情報の送信 受診券発行情報の登録 

年度の途中の資格取得者、年齢到達者に受診券等を送付 
する保険者においては、５月より繰り返し 

実施 
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実施機関 代行機関 保険者 

健診データファイルの受信 
事務点検・保険者に送信 

健診データファイルの受信 
事務点検・台帳に登録 

健診費用の決済 
（請求及び支払代行） 

（５月より翌１月まで繰り返し） 

健診費用の決済 
（支払） 

保険者記号番号により、保険者への送信 
(個別契約)と代行機関への送信(集団契
約)を判断する。 
健診データファイルの送信は、特定健診 
を実施する度（随時）とする。 
年度内の特定保健指導開始のため、特定
健診データファイルの送付は１月末まで
とする。 

（月次） 

（月次） 

特定保健指導の対象者抽出 

特定保健指導（動機付け支援・積極的 
支援）の対象者の抽出、利用券等の印 
刷、送付は随時とすることが望ましい。 

利用券発行情報の送信 利用券発行情報の登録 

（月次） 

健診データファイル 
（特定健診）の送信 

健診データファイルの受信 
台帳に登録 

特定健診の実施 

利用券等の印刷 
対象者に送付 

特定健診の対象者抽出 
（被扶養者） 

受診券等の印刷 
被扶養者に送付 

受診券発行情報の送信 受診券発行情報の登録 

年度の途中の資格取得者、年齢到達者に受診券等を送付 
する保険者においては、５月より繰り返し 
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実施機関 代行機関 保険者 

健診データファイルの受信 
事務点検・保険者に送信 

健診データファイルの受信 
事務点検・台帳に登録 

保健指導費用の決済 
（請求及び支払代行） 

保健指導費用の決済 
（支払） 

（月次） （月次） 

健診データファイル 
（特定保健指導）の送信 

健診データファイルの受信 
台帳に登録 

（保健指導の開始(初回面接)は年度内とする） 

特定保健指導の実施 

加入者の異動情報取得 

受診券・利用券無効情報の 
送信 

受診券・利用券の無効化 

異動により、受診・利用資格を喪失した者から受診券・利用券を回収する 
ことを基本とするが、回収できないことも考えられることから代行機関に 
登録された受診券・利用券情報を無効化する。 

代行機関への無効化の 
登録作業は医療保険者の判断 

(必須ではない) 
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保険者 支払基金 国・都道府県 

（１０月頃） 

実施率等、実施実績の算出 

支払基金への報告 
（ファイル作成・送付） 

保険者からのファイルの 
受取・集計・検算等 

（１１月初め） 

国への実績報告 

前年度分のデータ抽出 
匿名化（個票提出の場合） 

都道府県別の実施率等、 
実施実績の算出 

分析結果の報告 実施実績の評価等 

加算・減算の算定等 

ISPDU
テキストボックス
（11月１日まで）
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